様式第４号(第５条関係) 
令和　　年　　月　　日

誓　　約　　書


神　戸　市　長　　宛


所在地　　　　　　　　　　　　　　　
名　　  称
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　
※法人以外にあっては、住所及び氏名を記入してください。


　私（法人の場合は、役員を含む）は，子ども・子育て支援法第40条第２項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約します。
　また，私（法人の場合は、役員を含む）は，神戸市特定教育・保育施設、神戸市特定地域型保育事業及び神戸市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例第９条及び第１０条に規定するものに該当しないことを誓約いたします。



○子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）
（確認の取消し等）
第40条
２ 前項の規定により第27条第１項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者（政令で定める者を除く。）及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して５年を経過するまでの間は、第31条第１項の申請をすることができない。 


○神戸市特定教育・保育施設、神戸市特定地域型保育事業及び神戸市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例（平成26年10月神戸市条例第21号）
[bookmark: _GoBack]（特定教育・保育施設の長に関する基準）
第９条　特定教育・保育施設の長は，暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。次条において同じ。）であってはならない。
　（特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定乳児等通園支援事業の確認に係る基準）
第10条　特定教育・保育施設の設置者、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者は、暴力団員等又は暴力団員等がその事業活動を支配するものであってはならない。

